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労
働
保
険
料
２
期
分
に
つ
い
て

口
座
振
替

１
０
月
３
１
日



現
金
納
付

１
０
月
３
１
日
ま
で
に
民
商
へ

共
済
会
 
 
 
 
 
 
 
宝
川
温
泉
 
清
津

峡



日
時

１
１
月
１
６
日
（
日
）



午
前
６
時
３
０
分
民
商
出
発



参
加
費

１
２
，
０
０
０
円
／
一
人

（
共
済
加
入
者
は
１
１
，
０
０
０
円
／
一
人
）

豊
栄
民
商
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー



日

時

１
１
月
２
０
日
（
木
）
夜
７
時
～



参
加
費

４
５
０
０
円
／
一
人

新
発
田
民
商
「
夜
の
オ
リ
」
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー



日

時

１
１
月
２
７
日
（
木
）
夜
６
時
３
０
分
～



参
加
費

４
０
０
０
円
／
一
人

３
件
飲
み
歩
き
で
楽
し
い
企
画
で
す
。

家
で
な
が
ま
っ
て
い
る
の
も
い
い
ど
も
、
た
ま
に
は
夜
の
街

に
く
り
だ
し
て
み
る
の
も
た
ー
の
し
い
で
ね
。

２
０
２
５
年

県
交
渉
・
要
望
項
目

１
１
月
２
０
日
に
新
潟
県
大
運
動
実
行
委
員
会
は
新
潟
県

の
担
当
者
と
交
渉
と
要
望
懇
談
を
お
こ
な
い
ま
す
。

要
望
項
目
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

労
働
保
険
事
務
組
合
よ
り

従
業
員
の
雇
入
れ
・
退
職
が
あ
り
、
ま
だ
雇
用
保
険
の
手
続

が
済
ん
で
い
な
い
事
業
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

被
保
険
者
の
手
続
き
が
ま
だ
の
場
合
は
事
務
組
合
ま
で
連

絡
を
く
だ
さ
い
。

農
機
具
入
替
え

農
業
申
告
の
会
員
さ
ん
が
、
今
年
コ
ン
バ
イ
ン
を
新
車
で
購

入
し
た
と
納
品
書
持
参
で
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

納
品
書
に
は
コ
ン
バ
イ
ン
の
合
計
額
か
ら
値
引
き
・
下
取
り

と
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。

減
価
償
却
は
コ
ン
バ
イ
ン
合
計
金
額
か
ら
値
引
き
分
を
差

し
引
い
た
金
額
に
な
り
ま
す
。

下
取
り
は
譲
渡
所
得
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
下
取
り
は
消
費

税
の
課
税
売
上
と
な
り
ま
す
。

免
税
業
者
で
下
取
り
分
と
課
税
売
上
等
を
合
わ
せ
１
０
０

０
万
円
を
超
え
た
場
合
は
２
年
後
に
消
費
税
の
課
税
業
者
と

な
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

前売り券のみです



物
価
高
騰
対
策
と
し
て
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
補
助
金
が
あ
り
ま
す

が
、
小
規
模
事
業
者
に
と
っ
て

は
効
果
は
限
定
的
で
す
。
小
規

模
事
業
者
に
効
果
の
あ
る
物

価
高
騰
対
策
の
直
接
支
援
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。



新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助

金
の
継
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
補
助
制
度
等
を
知
ら
な
い
と
い
う
声
が
多
く
あ
り
ま

す
。
制
度
の
周
知
や
小
規
模
事
業
者
が
利
用
し
や
す
く
な

る
よ
う
に
補
助
率
引
き
上
げ
等
の
制
度
改
善
を
行
っ
て
く

だ
さ
い



現
在
の
制
度
申
請
の
伴
奏
支
援
団
体
を
商
工
会
・
商
工

会
議
所
に
限
ら
ず
、
幅
広
い
商
工
団
体
を
支
援
団
体
と
し

て
位
置
づ
け
て
く
だ
さ
い
。



労
働
者
の
賃
金
を
上
げ
る
と
同
時
に
中
小
小
規
模
事
業

者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
賃
上
げ
支
援

の
創
設
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。



新
潟
県
独
自
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
の
創
設
や

各
市
町
村
の
助
成
制
度
へ
の
上
乗
せ
支
援
等
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。



消
費
税
減
税
は
物
価
そ
の
も
の
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と

な
る
た
め
、
一
番
の
景
気
対
策
と
な
り
ま
す
。
消
費
税
減

税
を
政
府
に
要
望
し
て
く
だ
さ
い
。


